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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スベロイルアニリドヒドロキサム酸又はこの医薬的に許容される塩もしくは水和物を含
んだ医薬組成物の製造方法であって、
　（ａ）６０μｍ未満の平均粒径を有する結晶スベロイルアニリドヒドロキサム酸又はこ
の医薬的に許容される塩もしくは水和物の第１のバッチを６０から５％と、１００から２
５０μｍの平均粒径を有する結晶スベロイルアニリドヒドロキサム酸又はこの医薬的に許
容される塩もしくは水和物の第２のバッチを４０から９５％とを混和する工程と、
　（ｂ）前記混和された結晶スベロイルアニリドヒドロキサム酸又はこの医薬的に許容さ
れる塩もしくは水和物の一部をカプセル化することで、前記医薬組成物を作製する工程と
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記工程（ａ）が、
　　６０μｍ未満の平均粒径を有する結晶スベロイルアニリドヒドロキサム酸又はこの医
薬的に許容される塩もしくは水和物の第１のバッチを４０から２０％と、１３０から１８
０μｍの平均粒径を有する結晶スベロイルアニリドヒドロキサム酸又はこの医薬的に許容
される塩もしくは水和物の第２のバッチを６０から８０％とを混和する工程
を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記工程（ａ）が、
　　２５から４５μｍの平均粒径を有する結晶スベロイルアニリドヒドロキサム酸又はこ
の医薬的に許容される塩もしくは水和物の第１のバッチを３０％と、１３０から１８０μ
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ｍの平均粒径を有する結晶スベロイルアニリドヒドロキサム酸又はこの医薬的に許容され
る塩もしくは水和物の第２のバッチを７０％とを混和する工程
を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
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